
  

特集 「剪定枝は資源です！」 世田谷区グリーンリサイクル編 

～清掃工場で燃やしてしまわないで！ 資源化施設に回して、たい肥や農業・畜産業などにも活用を～ 

前回は剪定枝を活用したバイオマス発電を中心に電力について解説しました。 

今回は、みなさまの事業所から出る剪定枝を、どうしたら資源化ルートに乗せることが 

できるか、その具体的方法を特集します。 

１ 世田谷区から出る剪定枝の量 （平成３０年度 １，０００㎡以上の事業所の再利用計画書より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 世田谷区グリーンリサイクルの仕組み （※世田谷クリーン通信 第１３号もあわせてご覧ください。） 

  剪定枝を資源化するためには、剪定枝を破砕する施設（資源化施設）が必要ですが、 

区内には設置できる土地がありません。そのため、区は民間業者と協力し、『区内に 

※１剪定枝（事業系一般廃棄物に限る）を集める場所を指定し、そこで大型車両に積 

み替え、区外の資源化施設に（一気に）運ぶ』仕組みをつくりました。 

これを世田谷区グリーンリサイクルと名付け、平成２６年度から開始しました。    

区はこの積替施設の運営と資源化施設までの運搬業務を行う業者に許可を出し、 

現在、１者（※２㈱世田谷リ・グリーン）が行っています。 

 

 

 

 

 

  

  梅雨まだ明けきれぬ頃、マスクの下の口元にあせもをこしらえてしまうような季節になりました。 

緊急事態宣言が解除され、数か月に渡り固まっていたような社会・生活環境が少しずつ解凍されてきました。 

治療薬やワクチンが開発、普及されるまでは脅威から逃れられない心境ですが、今号から話題を戻し、予定

していた「剪定枝」に関する区の事業の紹介から再開します。 

 

 

世田谷クリーン通信 

 

2020年 6月 30日 

～第１５号～ 

せたマロ 

再生利用率 比較 

平成 30 年度、大規模

事業所の剪定枝発生量

は約 2,160 トンで、全体

の約 3.3％、一般廃棄物

では約 6％を占めてい

ます。一方、再生利用率

は 12％と、古紙類（77％

～100％）に比べて大き

く出遅れています。 

米１剪定枝は一般廃棄物です。

剪定され不用となった時点で

廃棄物になると考えられます

ので、排出者は剪定した者とい

うことになります。造園業者に

頼めば造園業者。会社・団体の

ために所属員が剪定するなら、

その会社・団体が排出者となり

ます。（参照：通信第２号） 

 ※２（株）世田谷リ・グリーン （区一般廃棄物収集運搬業許可第 1434号。以下、「リ・グリーン」と呼びます。） 

代表者 佐野 政之氏より  

「弊社は【街の緑をリサイクル】をスローガンに

掲げ事業を行っています。 

身近な緑を焼却することなく再生資源として利

用し循環型社会の環境づくりに、明るく元気なス

タッフ 10 名と貢献していきます。」  

〒157-0071 世田谷区千歳台３－１５－１６ 

TEL   ０３－３４８３－００２８ 

FAX  ０３－３４８３－００６４ 

営業日 月曜日～土曜日（祭日を除く） 

営業時間 午前８時～午後６時 

 

剪定枝も資源になるのに、

もったいないよ… 
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編集後記 

今年は多摩川の花火大会も中止になりました。ポストコロナの新しい生活様式が模索されていますが、社会生活の評価の尺

度も変化してきています。再建するなら、よりよいものを！との積極思考が語られ始め、SDGｓの弱者を置き去りにしないとの

観点をあわせて、人にも環境にもやさしい生活が実現できればと願います。   （第１５号担当） 青山・伊東・小笠原 

 

A． 「造園業者にすべてお任せ！」のパターン 

剪定作業代金＋枝の処理料金 ＝ ※３契約料金 

OK 運搬先として「リ・グリーン」を指定すれば OK。 

注意１：運搬先を指定しない場合、一般的には清掃工場に運搬さ

れ、焼却処分されてしまいますので、確認・指定を！ 

注意２：※４区外の資源化施設に直接運搬するよう指定した場合

もリサイクルは可能です。ただし、遠方になれば運搬料

金は高くなります。 

Ｂ．「造園業者には剪定のみ依頼」又は「自社で剪定」のパターン 

① 自分たちで剪定した枝を運搬する場合 

OK 「リ・グリーン」に直接運搬すれば OK。 

  契約と手数料（資源化施設までの運搬費用と処分費用）

が必要です。事前にリ・グリーンに連絡してください。 

 ② 他の業者に剪定した枝の運搬を委託する場合 

  OK 一般廃棄物の収集運搬業許可を持つ業者に委託。 

運搬先として「リ・グリーン」を指定する。 

 注意１：許可のない業者に収集運搬・処分を委託すると、５年以

下の懲役又は１千万円以下の罰金の刑罰の対象になり

ます。 

 注意２：リ・グリーンまで運搬する許可業者との契約と、リ・グ

リーンとの※５契約が別個に必要です。 

 

※５【なぜ契約が２件必要？料金が上がるんじゃないの？】 

処分施設までの一般廃棄物の収集運搬契約において、複

数の許可業者が同一内容の契約に参加することは、法が定

める「再委託の禁止」に抵触する可能性があるためです。 

リ・グリーンも収集運搬の許可業者ですので、リ・グリー

ンまで運搬する許可業者とリ・グリーンが処分施設（資源化

施設）まで運搬する区間を分け、別々の契約が必要です。 

料金に影響はありません。なぜなら、※３にあるとおり、

リ・グリーンとの契約料金は、清掃工場での焼却にかかる費

用と同程度に設定されているからです。しかも、リ・グリー

ンは区内にあり、運搬距離も短いため、許可業者にとって、

通常の一般廃棄物の収集運搬に比べて不利な点はありませ

ん。営業時間も清掃工場より長く、午後 6 時までです。 

３ 世田谷区グリーンリサイクルへの参加方法 （排出者が造園業者、その他の事業者の場合に限ります。） 

※４【区外の資源化施設】 

現在、リ・グリーンは、各自治体への一般廃棄物積卸し 

許可を取り、以下の６施設に剪定枝を運搬しています。 

 (有)エコプラント横坂（群馬県川場村） 

 (株)リテック（神奈川県横浜市・座間市）  

 鈴健興業(株)（山梨県笛吹市） 

 (有)大誠農林リサイクルセンター（山梨県都留市） 

 東京ボード工業(株)（東京都江東区） 

※そのほかにも、区外には資源化施設は多数あります。 

※３【契約料金】 

剪定をしてもらって、枝を資源化するまでにかかる費用

は、大きく分けて、1．剪定作業代金、2．資源化施設への運

搬費用、3．処理施設での処分（破砕）費用に分かれます。 

清掃工場で焼却される場合は、３の金額は一律で、現在は 

１５．５円／㎏ですので、リ・グリーンでは、剪定枝を受け

入れる際の手数料がこの金額を上回らないよう価格設定し

ています。そのため、手数料がより高くなるということはあ

りません。 

２の運搬料金は造園業者の場合は自由に設定が可能です

が、許可業者の場合は法で上限が決められ、現在は２４．５

円／㎏です。 

2019 年 12 月、容器包装リ

サイクル法の省令改正に伴

い、7月から全国一律に有料化

が義務付けられます。 

 

対象外：0.05ｍｍ以上の厚い袋、生分解性 100％・バイオ 

マス 25％以上配合の袋、紙・布袋 

価格：1 円以上自由設定。売上使途も事業者の任意 

【実施予定例】 

◇2012 年ごろより先行実施済  

(イオン、西友等の大手スーパー) 

◇3 円～5 円程度の有料化 

(セブンイレブン等のコンビニ) 

◇レジ袋から有料紙袋へ 

(食品売場以外の百貨店売り場) 

◇バイオ素材に変え無料配布 

(吉野家、ファミレス等の外食産業) 

 

問合せ先 

プラスチック製買物袋の有料化相談窓口 

受付時間 月～金９時～１８時１５分 

事業者向け：０５７０－０００９３０ 

続報 23 区清掃工場等への持込ごみ量（事業系一般廃棄物）の推移  

※数値は速報値であり、確定値ではありません。 

5 月第 2 週までは前号で掲載していますので、ご参照ください。 単位（ｔ） 

 【5月】 

第 2週 

 

第 3週 

 

第 4週 

 

第 5週 

【6月】 

第 1週 

 

第 2週 

 

第 3週 

2019年 18220.2 19021.8 19257.5 19408.9 19327.2 19238.1 19068.9 

2020年 8537.9 10973.6 11342.4 12513.8 14244.2 14319.9 14814.9 

前年比 46.9％ 57.7％ 58.9％ 64.5％ 73.7％ 74.4％ 77.7％ 

5 月第 2 週は、2019 年は 5/6(月)～12(日)、2020 年は 5/4(月)～10(日)です。 

世田谷区清掃・リサイクル部事業課 ℡：03-6304-3263  FAX：03-6304-3341  

SEA02241@mb.city.setagaya/toukyou  

mailto:SEA02241@mb.city.setagaya/toukyou

